
区 分

予 算 16 件
条 例 案 18 件 議案 38件
そ の 他 議 案 4 件
認 定 - 件
報 告 - 件
提 出 - 件

計 38 件

◎予算
（１６件）

 総務部 【１】 平成29年度三重県一般会計補正予算（第１０号）
（補正額 約▲４２億９千万円）

【２】 平成29年度三重県県債管理特別会計補正予算（第３号）
（補正額 約６百万円）

【３】

（補正額 約▲４万円）

【４】 平成29年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計補正予算（第３号）
（補正額 ４千円）

【５】
（補正額 約▲１８百万円）

【６】 平成29年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲３５万円）

【７】 平成29年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲２０百万円）

【８】 平成29年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲２億円）

【９】 平成29年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲１０万円）

平成３０年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案）

件 名 概 要

平成29年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算
（第２号）

平成29年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算（第４号）



区 分 件 名 概 要

 予算 【１０】 平成29年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）
 つづき （補正額 約▲８０百万円）

【１１】 平成29年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲２百万円）

【１２】 平成29年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算（第４号）
（補正額 約▲６億６千万円）

【１３】 平成29年度三重県水道事業会計補正予算（第４号）
（補正額 約▲２億５千万円）

【１４】 平成29年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第４号）
（補正額 約▲８億５千万円）

【１５】 平成29年度三重県電気事業会計補正予算（第４号）
（補正額 約▲３８百万円）

【１６】 平成29年度三重県病院事業会計補正予算（第４号）
（補正額 約▲２７百万円）

◎条例案
（１８件）

   健康福祉部

(1)

(2)

(3)

(4)

   介護医療院の基本方針を定める。

【１７】
   介護保険法の一部改正により、介護医療院が創設されることに鑑
み、人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものであ
る。

三重県介護医療院の人員、
施設及び設備並びに運営に
関する基準を定める条例案

（平成３０年４月１日から施行）
（主な制定内容）

   介護医療院の人員に関する基準を定める。

   ユニット型介護医療院の施設、設備及び運営に関する基準を定める。

   介護医療院（ユニット型介護医療院を除く。）の施設、設備及び運営に関する
基準を定める。



区 分 件 名 概 要

   環境生活部

・

   健康福祉部
   環境生活部
   県土整備部 （平成３０年４月１日から施行）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

〇 地方自治法
   （条例による事務処理の特例）
第２５２条の１７の２   都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、
   市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務
   は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
２～４   （略）

   宅地開発工事の完了公告までに建築物の建築等を行うための承認申請に
係る手数料及び都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申
請手数料を新設する。

   建築基準法の一部改正に鑑み、建築等許可申請手数料を徴収する用途地
域に、田園住居地域を加える。

   宅地建物取引業法の一部改正等に鑑み、建築基準法の規定に基づく確認
済証又は検査済証の交付に関する台帳記載事項証明手数料を新設する。

【１８】
三重県の事務処理の特例に
関する条例の一部を改正す
る条例案

   地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、知事の権
限に属する事務の一部を市町が処理することについて改正を行うも
のである。

（平成３０年４月１日から施行）

②   砂利採取計画認可申請手数料等

③   二級建築士試験又は木造建築士試験手数料

【１９】
三重県手数料条例の一部を
改正する条例案

 介護保険法の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を整備
するものである。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に鑑み、二以上の事業者
による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料等を新設する。

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に鑑み、手数料の
額を改定する。

 土壌汚染対策法の一部改正に鑑み、汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申
請手数料等を新設する。

①   破砕業事業範囲変更許可申請手数料

（主な改正内容）

   介護保険法の一部改正に鑑み、介護医療院開設許可手数料等を新設す
る。

   大気汚染防止法に基づく水銀等の排出の届書の受理に関する事務の一部
を、全ての市町が処理することとする。

（主な改正内容）

＜参考＞ 



区 分 件 名 概 要

   健康福祉部

(1)

(2)

(3)

(4)

・

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

三重県指定障害児通所支援
の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条
例案

   指定居宅訪問型児童発達支援を、 多機能型の対象となる事業として加え
る。

   就労定着支援及び自立生活援助の事業に関する基準を加える。

   共同生活援助の一類型として、新たに日中サービス支援型指定共同生活援
助の事業に関する基準を加える。

   共生型障害福祉サービスに関する基準を加える。

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
に関する基準の一部改正等に鑑み、規定を整備するものである。

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の
一部改正等に鑑み、規定を整備するものである。

（平成３０年４月１日から施行）
（主な改正内容）

   居宅訪問型児童発達支援を、多機能型の対象となる事業として加える。

三重県指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及
び運営に関する基準等を定
める条例の一部を改正する
条例案

   児童発達支援における従業者について、新たな要件を義務付ける。

   児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運
営に関する基準の一部改正等に鑑み、規定を整備するものである。

   自立訓練において、障害種別による利用制限を撤廃する。

【２３】

（平成３０年４月１日から施行）
（主な改正内容）

   居宅訪問型児童発達支援の事業に関する基準を加える。

   共生型障害児通所支援の事業に関する基準を加える。

【２０】

【２１】

【２２】

（平成３０年４月１日から施行）

三重県指定障害者支援施設
の人員、設備及び運営に関
する基準等を定める条例の
一部を改正する条例案

三重県障害福祉サービス事
業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を
改正する条例案

   福祉型障害児入所施設の指定を受け、かつ、施設障害福祉サービス及び指
定入所支援を同一の施設で一体的に提供している場合における従業者及び
設備に関する特例規定を廃止する。

（主な改正内容）

（平成３０年４月１日から施行）
（主な改正内容）

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する
基準の一部改正等に鑑み、規定を整備するものである。



区 分 件 名 概 要

   健康福祉部
   つづき

(1)

(2)

・

(1)

(2)

(1)

(2)

（平成３０年４月１日から施行）

（主な改正内容）

   施設に置くべき従業者である看護師を、看護職員（保健師、助産師、看護師
又は准看護師）に改める。

   指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、指定入所支援及び施設障害福
祉サービスを同一の施設で一体的に提供している場合における人員及び設備
に関する特例規定を廃止する。

   介護医療院をサテライト型軽費老人ホームの本体施設に加える。

（主な改正内容）

   施設に置くべき職員である看護師を、看護職員（保健師、助産師、看護師又
は准看護師）に改める。

【２４】

三重県軽費老人ホームの設
備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正す
る条例案

三重県児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する
条例案

三重県指定障害児入所施設
の人員、設備及び運営に関
する基準等を定める条例の
一部を改正する条例案

（平成３０年４月１日から施行）
（主な改正内容）

   児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運
営に関する基準の一部改正等に鑑み、規定を整備するものである。

   介護医療院をサテライト型養護老人ホームの本体施設に加える。

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、
規定を整備するものである。

【２５】

（平成３０年４月１日から施行）

   養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑
み、規定を整備するものである。

（平成３０年４月１日から施行）
（主な改正内容）

【２６】
 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑

み、規定を整備するものである。

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。

三重県養護老人ホームの設
備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正す
る条例案

【２７】

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。



区 分 件 名 概 要

   健康福祉部
   つづき

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

   訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護につ
いて、介護医療院においても提供することを可能とする。

   特定施設入居者生活介護において、身体的拘束等の適正化を図るため、検
討委員会の開催、適正化のための指針の整備及び従業者への定期的な研修
の実施を義務付ける。

（平成３０年４月１日から施行）

（主な改正内容）

（平成３０年４月１日から施行）

【２８】

（主な改正内容）

三重県指定介護老人福祉施
設の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例の
一部を改正する条例案

   指定介護老人福祉施設の開設者に、あらかじめ緊急時等における対応方法
を定めておくことを義務付ける。

【３１】

三重県指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運
営に関する基準等を定める
条例の一部を改正する条例
案

（主な改正内容）

   指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の
一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

（平成３０年４月１日（一部平成３０年１０月１日）から施行）

   指定訪問介護事業者が居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は被保
険者に対し、不要なサービスの位置付けを求める等の不当な働きかけを行うこ
とを禁止する。

（主な改正内容）

   福祉用具貸与において、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数
商品の提示等を義務付ける。

   その他規定を整備する。

   共生型居宅サービスに関する基準を加える。

三重県特別養護老人ホーム
の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改
正する条例案

   特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正
に鑑み、規定を整備するものである。

   特別養護老人ホームの開設者に、あらかじめ緊急時等における対応方法を
定めておくことを義務付ける。

三重県介護老人保健施設の
人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例
案

【２９】

   介護医療院をサテライト型居住施設の本体施設に加える。

（平成３０年４月１日から施行）

   介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準の一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

【３０】

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
の一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。

   介護医療院をサテライト型小規模介護老人保健施設の本体施設に加える。

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。



区 分 件 名 概 要

   健康福祉部
   つづき

・

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

（平成３０年６月１５日から施行）
（主な改正内容）

(1)

①

②

(2)

・

   災害派遣手当の支給に関する条例及び三重県暴力団排除条例の一部改正

   ホテル営業及び旅館営業に関する規定を整理する。

   旅館業法施行条例の一部改正

   ホテル営業及び旅館営業を統合し、新たな営業種別として旅館・ホテル
営業が設けられることから、当該営業施設に係る構造設備の基準を定める。

   介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護
予防短期入所療養介護について、介護医療院においても提供することを可能
とする。

   共生型介護予防短期生活入所介護の事業に関する基準を加える。

 介護予防特定施設入居者生活介護において、身体的拘束等の適正化を図
るため、検討委員会の開催、適正化のための指針の整備及び従業者への定期
的な研修の実施を義務付ける。

（平成３０年４月１日（一部平成３０年１０月１日）から施行）

三重県指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及
び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める
条例の一部を改正する条例
案

   衛生に必要な措置の基準を見直す。

 介護予防福祉用具貸与において、同一種目における機能又は価格帯の異
なる複数商品の提示等を義務付ける。

   その他規定を整備する。

三重県指定介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営
に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例案

（主な改正内容）

   身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、適正化のための指
針の整備及び従業者への定期的な研修の実施を義務付ける。

   指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指
定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準の一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

（主な改正内容）

【３２】

【３３】

（平成３０年４月１日から施行）

 健康保険法等の一部を改正する法律によりなおその効力を有す
るものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に
関する基準の一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

旅館業法施行条例等の一部
を改正する条例案

 旅館業法等の一部改正に鑑み、関係条例の規定を整備するもの
である。

【３４】
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◎その他議案
（４件）

   農林水産部

   県土整備部

【３５】
農林水産関係建設事業に対
する市町の負担について

   平成２９年度において県の行う農林水産関係建設事業は、市町内
の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するものであ
り、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該市町
に負担を求めるものである。

【３６】
土木関係建設事業に対する
市町の負担について

   平成２９年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内の公
共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するものであり、そ
の利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該市町に負
担を求めるものである。
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   雇用経済部
【３７】
調停の合意について    中小企業高度化資金の貸付先である株式会社松阪街づくり公社

からの特定調停申立てについて、津簡易裁判所調停委員会から提
示された調停案に合意するものである。
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   総務部
【３８】
議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関
する事務の受託を廃止する
ための協議について

   地方自治法第２５２条の１４第２項の規定に基づき、三重県と伊賀
市・名張市広域行政事務組合との間における議会の議員その他非
常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止するた
め、協議するものである。
（事務受託を廃止する団体）

伊賀市・名張市広域行政事務組合


